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１ 実は増えている定額残業代削減

の相談 

最近「定額残業代制度を以前制定

したが実際の残業時間が減ってきた

ので定額残業代を減額したい」とい

う相談が増えております。 

本号では、定額残業代削減につい

ての同意の有効性が問題になった M

社事件（東京地裁令和２年９月２５

日判決）をご紹介いたします（本件は

懲戒解雇等論点が多岐に上るのです

が、本号では固定残業手当の削減の

み取り上げます）。 

 

２ 事例 

被告はテレビ番組等の企画・制作

等を行う企業です。従業員は原告一

名しかおりませんでした。原告には

入社時から固定残業手当として７万

５０００円が支払われていました。 

被告は、平成２９年３月１日，原告

の同年４月分以降の賃金について，

固定残業手当を７万５０００円から

５万円に引き下げる内容の給与改定

をする旨を同年３月１日付け書面に

より通知し、同日、原告から同書面の

承諾書欄に上記改訂に応諾する旨の

内容の署名押印を得ました。さらに

原告から同旨の内容が記載された同

日付給与改定同意書にも署名押印を

得ました。以上の経緯を経て、被告は、

原告に対し、同年４月以降、上記改訂

後の手当額により賃金を支払うこと

となった定額で支払われていた時間

外手当の内容を月７万５０００円か

ら５万円へと引き下げました。 

３ 裁判所の判断 

①不利益の程度が大きいこと②変

更後も実労働時間に応じて割増賃金

が支払われることはなかったこと

（実質的な減給に過ぎない）③仕事

の内容や負担が削減前と削減後でさ

ほど変わらなかったこと④代表者の

暴行を受け多額の債務負担を求めら

れていたことから自由な意思に基づ

いてされたものと認めるに足りる合

理的な理由が客観的に存在しないと

して固定残業手当の削減の合意は無

効であると判断されました。 

 

４ 解説 

（１）定額残業代削減は不利益変更

に当たるか 

定額残業代は簡単に言うと「残業

代の最低保証制度」のようなもので

すから、一般に残業をしてもしなく

ても支給されます。定額残業代を削

減することはその最低保証額を下げ

ることになりますので不利益変更に

なります。 

 

（２）人間の利己性と不利益変更の

同意の有効性 

人間は利己的な存在ですので、自

分に得にならないことや不利益にな

ることを行いたくありません（一般

論です）。裏返せば自分に得にならな

いことや不利益になることを行う場

合は何らか理由があるものです。 

例えば同情したり、説明に納得し
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たり、自分にも長期的に得になると

思う場合に自分に得にならないこと

や不利益になることを行うものです。 

ところが、雇用契約において、従業

員は使用者から賃金を得て生活をし

ていることから、職や賃金を失いた

くない・経営者との人間関係を損ね

たくないという理由で、不利益変更

に納得していなくても、労働条件の

不利益変更の同意書にサインをして

しまうのです。 

そこで、最高裁（山梨県民信用組合

事件等）は「人間は利己的な存在なの

で、自分が不利益になることに同意

をするには『合理的な理由が客観的

に存在している』はずだ」と考え、自

由な意思に基づいてされたものと認

めるに足りる合理的な理由が客観的

に存在している場合に不利益変更の

同意を有効であると認めているので

す。 

 

（３）本件について 

本件裁判例は代表者の暴行や債務

負担を求められていたことなどもあ

り、かなり特異な事情もありますが、

仮に暴行や債務負担が無くとも合意

は無効と判断されていたと思います。 

定額残業代が３割以上削減される

にもかかわらず、仕事の負担や労働

時間が大して変わることもなく、し

かも労基法にもとづいて時間に応じ

て割増賃金が支払われるわけでもな

く、会社の経営不振などの説明もあ

りませんでした。 

すなわち、人間は利己的な存在な

ので、このような状況下では、自分が

不利益になるような固定残業手当の

削減に納得して同意をしたと言える

ような状況にはないと判断されたと

思います。 

 

（４）定額残業代の削減はなぜ揉

めやすいか 

定額残業代の削減は揉めやすいで

す。太古の昔の生存競争の影響なの

か、人間は自分の取り分が分かりや

すく減ることに敏感に反応します。

これも人間が利己的な存在であるこ

との表れなのかもしれません。 

例えば、基本給３０万円を２５万

円に減額する一方、それに加えて定

額残業代５万円を支払うとの不利益

変更（合計３０万円は変わらない）は

あまり揉めないのに、基本給２８万

円と定額残業代４万円の賃金構成

（合計３２万円）から基本給２８万

円と定額残業代２万円（合計３０万

円）への変更は一気に揉める確率が

高くなります（私の体験にもとづく

感想です）。 

どちらも不利益変更であるにもか

かわらず、明確に「自分の取り分」が

減ることに敏感に反応してしまうの

です。 

 

５ まとめ 

このように不利益変更の同意は人

間の本能と密接に関わっていると思

われますので、不利益変更の同意を

取得しようとする際は、人間の本能

を踏まえて慎重に検討する必要があ

ります。 

 

お気軽にご相談下さい  
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